
モノクロ複写機賃貸借契約仕様書 

 

１ 契約全般について 

（１） 発注者は、この契約に関して、受注者とその他との間で発生した争訟、問題については一切

これに関与しない。 

（２） 受注者は、この契約に関して、業務上知り得た事項を外部に漏洩し、又は他の目的に利用し

ないこと。契約期間満了後も同様とする。 

（３） 受注者は、この契約、請求、消耗品（用紙及びステープル針を除く。以下同じ。）等の供給、

点検、修理等全ての事項についてその責任を負うとともに、発注者との間における全ての連絡、

交渉、協議等の窓口として契約責任者を１名選任し、この契約締結後、速やかにその職及び氏

名を発注者に報告すること。なお、契約責任者を変更したときも同様とする。 

 

２ コピー料金等について 

（１） 契約単価は、この契約に基づいて必要となる全ての費用を含んだものであること。 

（２） 受注者は、１か月間の使用枚数をモノクロ複写機（各種オプションを含む。以下「複写機」

という。）１台ごとに発注者に報告し、確認を受けた上で、全ての複写機にかかる料金を一括し

て翌月１５日までに請求すること。なお、料金計算の単位は、月の初日から末日までとする。 

（３） 複写機の動作不良等による不完全なコピー（フィニッシャーによる後処理の不良を含む。以

下「ミスコピー」という。）及び保守作業等において受注者の保守担当者が使用したコピー（以

下「テストコピー」という。）の枚数は、複写機ごとに１か月間の全使用枚数からは控除するこ

と。 

（４） １か月間のミスコピーの枚数は、複写機ごとに次の方法で計算し、小数点以下は切り上げる

こと。 

(１か月間の全複写枚数―１か月間のテストコピー枚数)×２％ 

ただし、複写機の動作状況によっては、発注者の申出により、受注者と協議の上、算出方法

を変更することがある。 

（５） テストコピーの枚数は、複写機ごとに使用した枚数を受注者の保守担当者が申告し、発注者

が確認したものとする。ただし、テストコピーを行う際に使用メーターがカウントアップしな

い機能を備えた複写機である場合、受注者がその旨を申し出て、発注者の了承を得たときは、

（４）及び（７）の計算式の中で、テストコピー枚数を考慮しないものとする。 

（６） １か月間のコピー料金（税抜き）は、複写機ごとに次の方法で計算し、１円未満は切り捨て     

ること。 

 コピー１枚当たりの単価×１か月間の実使用枚数 

上記のコピー料金（税抜き）に、消費税及び地方消費税額として、所定の税率を乗じた金額

（１円未満切り捨て）を加えて賃貸料として請求すること。 

（７） １か月間の実使用枚数は、複写機ごとに次の方法で計算すること。 

 １か月間の全使用枚数－１か月間のミスコピー枚数－１か月間のテストコピー枚数 

 



３ 複写機の設置等について 

（１） 設置台数は２台とし、名称及び機械番号は次のとおりとする。 

（２） 受注者は、複写機の搬入、設置、搬出及び設置場所の変更（以下「複写機の移動等」とい

う。）を発注者の指示に基づいて無償で行うこと。 

（３） 発注者は、受注者に対して、複写機の移動等を発注者の執務時間外又は受注者の営業時間

外に行うよう指示することがある。 

 

４ 複写機の消耗品、部品について 

（１） 受注者は、複写機の消耗品の全てを無償で供給すること。また、部品の全てを無償で準備す

ること。 

（２） 受注者は、複写機の消耗品の供給について、発注者からの申出に基づいて随時、円滑に供給

すること。その他供給方法については、発注者の指示に従うこと。 

（３） 受注者は、発注者からの申出に基づいて複写機の消耗品を供給する場合は、申出のあった日

から５営業日以内に供給すること。 

（４） 受注者は、複写機の保守に支障をきたさないよう、必要な部品を直ちに準備できる体制を確

保すること。 

（５） 発注者は、上記（２）から（４）までに定める事項が厳守されていないと判断したときは、

受注者に対して複写機の消耗品及び部品の準備体制等を改善するよう指示することがある。 

 

５ 複写機の保守について 

（１） 受注者は、発注者が常に複写機を良好な状態で円滑に使用できるようにするため、受注者の従

業員を複写機の設置場所に派遣して、点検及び修理等を行うものとする。 

（２） 受注者は、複写機を３か月に１回以上の割合で定期的に点検（以下「定期点検」という。）す

ること。 

（３） 受注者は、発注者から指示があったとき又は受注者をもってその必要性があると判断したとき

は、定期点検のほか、臨時の点検（以下「臨時点検」という。）を実施すること。 

（４） 受注者は、定期点検及び臨時点検を実施するときには、発注者の業務に支障が生じないように

すること。 

（５） 受注者は、定期点検又は臨時点検をもって、複写機に関する動作不良等を未然に防止するよう

努めること。 

（６） 受注者は、点検を行った保守担当者（以下「点検担当者」という。）をして、作業終了後、書

面（以下「点検報告書」という。）をもって発注者に報告し、その確認を受けること。 

物件の名称 機械番号 

   

    



（７） 受注者は、点検担当者をして、点検報告書に、点検した複写機の機種、機械番号、点検日、点

検開始時刻、点検終了時刻、主な点検又は整備の内容、テストコピー枚数（２（５）ただし書き

に該当する場合には不要）、点検担当者の氏名その他発注者が指定する事項を記入すること。 

（８） 受注者は、発注者から修理の依頼を受けたときは、この契約に基づいて設置する複写機に精通

し、かつ、故障した複写機を確実に修理することができる保守担当者を直ちに派遣し、連絡を受

けてから６０分以内に作業に着手すること。ただし、やむを得ない場合に限り、受注者からの協

議の元、発注者の指示により、修理に着手する時間を遅らせることがある。 

（９） 受注者は、保守担当者をして、複写機が故障している場合は、直ちに修理し、正常な状態に回

復させること。 

（10） 受注者は、修理を行った保守担当者（以下「修理担当者」という。）をして、作業終了後、書

面（以下「修理報告書」という。）をもって発注者に報告し、その確認を受けること。 

（11） 受注者は、修理担当者をして、修理報告書に、修理した複写機の機種、機械番号、修理日、

修理開始時刻、修理終了時刻、主な修理又は整備の内容、テストコピー枚数（２（５）ただし

書きに該当する場合には不要）、修理担当者の氏名その他発注者が指定する事項を記入すること。 

（12） 受注者は、点検又は修理等を実施したときは、発注者の指示するところにより、発注者に対

してその内容を直ちに報告すること。 

（13） 受注者は、保守担当者をして、点検又は修理の際、必要に応じて消耗品及び部品の交換を行

い、複写機を正常に稼動させ、かつ、良好なコピーの質を維持すること。 

（14） 受注者は、発注者から指示があったときは、定期点検、臨時点検及び修理（以下「点検、修

理等」という。）を発注者の執務時間外又は受注者の営業時間外に行うこと。 

（15） 受注者は、点検、修理等を円滑に行い、上記（１）から（14）までの事項を実施するために

必要な保守担当者を、必要人数確保すること。 

（16） 受注者は、複写機ごとの点検、修理等の経歴を常に把握し、発注者から指示があったときは、

これら経歴に関する全ての情報を速やかに提供すること。 

（17） 受注者は、発注者から指示があったときは、全ての複写機の点検及び修理等に関する情報を

速やかに提供すること。 

（18） 受注者は、この契約に基づいて設置する各複写機に関する点検、修理等の状況を把握するも

の（以下「保守総括者」という。）を１名選任し、この契約の締結後、速やかにその氏名等を発

注者に報告すること。保守総括者を変更したときも、また同様とする。 

（19） 受注者は、特定の複写機に故障その他問題が頻発する（１か月間に４回以上を目安とする。）

場合は、複写機を正常に稼働させ、かつ、良好なコピーの質を維持するために、必要な具体的

対策を発注者の承認を得た上で講じること。 

（20） 受注者は、前記（19）の状態が、２か月以上にわたり発生し、発注者から指摘があったとき

は、指摘のあった日から１か月以内に複写機を交換する（他機種への変換を含む。）等抜本的な

対策を、発注者の承認を得た上で講じること。 

（21） 受注者は、上記（１）から（20）までに掲げた事項のほか、複写機を正常に稼動させ、かつ、

良好なコピーの質を維持するために必要な具体的対策を、発注者の承認を得た上で講じること。 

 



６ その他 

（１） 受注者は、複写機の保守においてハードディスクを交換する際や、契約期間終了後の複写機

の撤去の際等には、発注者の使用によりハードディスクに記録された全てのデータについて、

それを完全に消去し、かつ当該データを復元できないよう処理を行い、その処理日時、装置名、

方法、経過及び処理実行者を書面により発注者に報告するものとする。 

（２） 受注者は、複写機に関する動産総合保険を付保すること。 

（３） 複写機で使用する用紙は、発注者が決定する。 

（４） 複写機には、主として再生紙を使用するので、発注者は、必要があると判断した場合は、

受注者に対して複写機にその対策を講じるよう指示することがある。 

（５） 発注者は、自然環境及び執務環境の維持及び向上を図るため、受注者に対して複写機に関

する騒音、廃棄物、オゾン等の対策を指示することがある。 

（６） 受注者は、発注者の職員に対して、複写機の操作指導を実施すること。なお、この指導を

実施するに当たっては、発注者の指示に従うこと。 

 

７ 暴力団等の排除について 

（１） 入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止 

ア 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別

表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原材料の購

入契約その他の契約の相手方（以下「再委託先等」という。）としてはならない。 

イ これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約等の

解除を求めることができる。 

（２） 再委託契約等の締結について 

     受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市の契約約

款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 

（３） 誓約書の提出について 

ア  受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でな

い旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約書の作成を省略する契約の場合、もしく

は受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合はこの限

りでない。 

イ 受注者は、再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第８条第２項に

規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、本市へ提出しなければな

らない。 

ウ 受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。 

（４） 不当介入に対する措置 

ア 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利する

こととなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」

という。）を受けたときは、直ちに本市に報告し、警察に届け出なければならない。 

イ  受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ち



に本市に報告し、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。 

ウ  本市は、受注者が本市に対し、ア及びイに定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排除

条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

エ  本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延

等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者がアに定める報告及び届け出又はイに定め

る報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて引渡期限の延長等の措置をとるものとする。 

 


